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佛
蘭
西
革
命
と
奈
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崙
(
第
四
囘
) 

高
田 

友 

 

(
１
３
) 

 

一
八
〇
四
年
、
奈
破
崙
、
羅
馬
敎
皇
を
招
き
て
皇
帝
登
極
の
大
禮
を
行
ひ
た
り
。
如
何
に
皇
帝
と
い
へ
ど

も
身
は
羅
馬
へ
赴
か
ず
し
て
敎
皇
を
呼
び
つ
け
た
る
は
そ
の
始
末
前
古
未
曾
有
の
瀆
神
の
行 わ

ざ

と
言
は
で
や

已
み
ぬ
べ
き
。
剩
へ
、
敎
皇
の
載
冠
せ
む
と
す
る
を
拒
み
、
手
に
受
け
て
自 み

ら
頭
に
置
き
た
り
と
は
。
さ
は

「
此
の
帝
冠
は
我
が
手
に
て
勝
ち
取
り
た
る
に
外
な
ら
ず
」
と
宣
言
し
た
る
な
り
。
且
は
如
世
嬪
の
頭
に
我

が
手
よ
り
皇
后
の
戴
冠
を
爲
し
た
る
に
及
び
て
は
其
の
大
膽
不
敵
洵
に
言
語
に
絕
す
と
は
斯
の
如
き
を
謂

ふ
な
ら
む
。 

雖
然
、
こ
の
卽
位
は
己
が
恣
意
に
て
皇
帝
た
ら
む
と
宣
言
し
た
る
に
あ
ら
ず
、
國
民
投
票
に
て
贊
否
を
問

へ
る
な
り
。
贊
成
票
幾
百
萬
に
達
し
た
る
に
、
反
對
は
一
萬
に
足
ら
ず
。
已
哉
、
今
も
昔
も
、
ポ
ピ
ἁ
リ
ズ

ム
の
顚
末
此
の
如
し
。
茲
に
「
第
一
帝
政
」
開
闢
せ
ら
れ
た
り
。 

 

風
雲
急
を
吿
ぐ
る
佛
蘭
西
政
局
の
行
く
所
を
見
て
、
歐
羅
巴
各
國
に
て
は
愈
〻
奈
破
崙
政
權
を
覆
滅
せ

む
と
朝
野
志
を
一
に
す
る
に
至
る
。 

 

英
國
に
て
は
、
平
和
派
(
奈
破
崙
宥
和
派
)
敗
れ
、
抗
戰
派
小
ピ
ỿ
ト
の
再
任
せ
ら
れ
て
印
綬
を
帶
ぶ
。 

 

一
八
〇
五
年
、
第
三
囘
對
佛
大
同
盟
結
成
せ
ら
る
。 

 

奈
破
崙
は
英
國
を
仇
敵
と
見
做
し
、
年
內
に(

一
八
〇
五)

ド
ổ
バ
ổ
海
峽
を
渡
り
て
侵
攻
せ
む
と
企
て
、

十
月
に
は
、
虎
春
川
沖
(
被
澁
樽
海
峽
の
外
)
の
海
戰
に
臨
み
た
る
が
、
寢
孫
率
ゐ
る
英
國
艦
隊
の
爲
に
、

佛
蘭
西
・
西
班
牙
聯
合
軍
は
擊
滅
せ
ら
れ
た
り
。西
班
牙
國
王
は
奈
破
崙
の
兄「
醉
ひ
ど
れ
ホ
セ
」な
り
き
。

「
ホ
セ
」
はJoseph (Jose)

の
西
班
牙
讀
み
な
り
。 

言
ふ
に
及
ば
ず
、
海
軍
の
脆
弱
な
り
し
は
、
奈
破
崙
陸
の
將
軍
な
れ
ば
指
揮
す
る
能
は
ざ
り
し
が
ゆ
ゑ
な

り
。
陸
戰
に
て
は
皇
帝
親
し
く
出
陣
し
て
大
勝
に
繼
ぐ
大
勝
。
此
の
年
十
二
月
に
は
逢
棄
津
の
「
三
帝
會
戦
」

(
奈
破
崙
一
世
、
フ
ラ
ン
ツ
一
世
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
一
世
)
に
て
、
墺
太
利
・
露
西
亞
の
聯
合
軍
を
敗
走

せ
し
む
。 

(
１
４
) 

 

伊
太
利
・
阿
蘭
陀
屈
服
し
、
墺
太
利
も
奈
破
崙
麾
下
ぞ
入
り
ん
ぬ
る
。 

 

於
是
、
奈
破
崙
は
、
獨
逸
の
う
ち
、
南
獨
逸
と
莱
茵
右
岸
の
十
六
の
小
國
(
邦
・
藩
國
)
を
纏
め
て
「
莱

茵
同
盟
」
を
結
成
せ
し
む
。
こ
れ
に
由
り
て
、
神
聖
羅
馬
帝
國
千
年
の
榮
華
は
邯
鄲
の
夢
と
こ
そ
は
消
え
た

り
け
れ(

一
八
〇
六)

。 

 

加
之
、
普
魯
西
を
破
り
、
一
八
〇
七
年
恫
喝
も
て
「
テ
ỻ
ル
ジ
ỿ
ト
條
約
」
に
調
印
せ
し
め
た
り
。
か
く
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て
普
魯
西
は
國
土
の
半
ば
を
割
讓
せ
し
め
ら
れ
、
そ
の
地
に
ウ
ỽ
ス
ト
フ
Ỻ
リ
ア
(
植
洲
鳥
羽
倆
)
王
國
、

華
沙
〈
惡
澤
〉
大
公
國
の
誕
生
を
見
る
。
賠
償
金
・
軍
備
制
限
な
ど
苛
酷
な
る
條
件
を
課
し
た
れ
ば
、
普
魯

西
の
奈
破
崙
に
怨
念
を
抱
く
や
豈
異
と
す
る
に
足
ら
ざ
ら
む
。 

 

か
つ
て
神
聖
羅
馬
帝
國
に
屬
し
た
り
し
佛
蘭
西
周
邊
の
地
域
は
、
佛
蘭
西
本
土
に
倂
合
せ
ら
る
。
白
耳
義
、

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
壽
府
、
莱
茵
左
岸
な
ど
は
佛
蘭
西
の
行
政
單
位
と
ぞ
化
し
た
り
け
る
。 

 

大
陸
諸
國
は
佛
蘭
西
の
同
盟
國
と
な
る
。
阿
蘭
陀
(
華
沙
〈
惡
澤
〉
大
公
國
)
然
り
、
普
魯
西
は
內
に
鬱
々

た
る
も
の
あ
れ
ど
ま
た
然
り
。 

 

而
し
て
、
一
八
〇
九
年
、
皇
后
の
如
世
嬪
(
庶
民
出
身
／
子
連
れ
に
て
奈
破
崙
と
再
婚
)
を
離
緣
し
て
、

翌
年
墺
太
利
の
皇
女
マ
リ
ổ
・
ル
ヰ
ổ
ズ
を
皇
后
に
册
立
す
。
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
の
曾
孫
な
り
。 

(
１
５
) 

 

然
而
、
な
ほ
抵
抗
鎭
ま
ら
ざ
る
は
英
吉
利
な
り
き
。 

 

一
八
〇
六
年
、
奈
破
崙
、「
大
陸
封
鎖
令
」
を
發
す
。
卽
ち
大
陸
諸
國
に
令
し
て
、
英
國
と
交
易
す
る
を

悉
皆
禁
止
せ
り
。
英
吉
利
を
牽
制
せ
む
と
の
意
に
出
づ
る
は
言
ふ
に
及
ば
ね
ど
、
ま
た
以
て
佛
蘭
西
產
業
界

の
市
場
を
擴
大
せ
む
と
は
圖
り
た
る
な
り
。 

 

思
ひ
き
や
、
奈
破
崙
、
畢
生
の
大
業
と
て
歐
羅
巴
全
土
を
服
從
せ
し
め
む
と
欲
し
た
る
が
却
り
て
己
が
身

の
破
滅
を
招
か
む
と
は
。大
陸
封
鎖
令
に
據
り
て
進
退
窮
ま
つ
た
る
は
佛
蘭
西
な
り
き
。
露
西
亞
・
普
魯
西
・

墺
太
利
抔
の
諸
國
は
、
英
吉
利
よ
り
工
業
製
品
を
輸
入
し
、
以
て
國
民
生
活
を
支
へ
て
あ
り
し
か
ば
、
何
條

奈
破
崙
の
無
理
難
題
に
服
從
す
る
を
う
べ
き
。
加
之
、
か
か
る
國
々
に
と
り
て
は
、
英
吉
利
は
穀
物
の
輸
出

市
場
に
し
て
、
こ
れ
を
切
り
て
は
い
か
ん
が
經
濟
の
立
ち
行
く
を
得
む
。
つ
ひ
に
奈
破
崙
の
目
を
盜
み
、
國

を
擧
げ
て
密
貿
易
に
勵
む
に
至
る
。 

 

而
し
て
、
さ
な
き
だ
に
佛
蘭
西
の
強
權
に
鬱
屈
す
る
諸
國
な
る
に
、
自
由
平
等
の
理
念
、
刻
々
と
全
歐
羅

巴
を
蠶 蚕

食
す
。
皮
肉
な
る
か
な
、
佛
蘭
西
革
命
に
據
る
革
命
思
想
の
世
を
席
捲
し
た
る
が
ゆ
ゑ
な
ら
ず
や
。 

 

特
筆
す
べ
き
は
普
魯
西
。
奈
破
崙
に
支
配
せ
ら
れ
て
よ
り
、
佛
蘭
西
に
倣
ひ
て
進
歩
的
な
る
改
革
に
着
手

す
。
農
奴
解
放
、
軍
制
改
革
を
斷
行
し
、
近
代
國
家
へ
向
ひ
て
一
步
を
踏
み
出
し
た
る
な
り
。
哲
學
者
フ
ỻ

ヒ
テ
は
「
獨
逸
國
民
に
吿
ぐ
」
と
題
す
る
講
演
を
行
ひ
て
愛
國
心
を
鼓
舞
し
た
り
き
。 

 

西
班
牙
に
て
は
奈
破
崙
の
兄
國
王
に
据
ゑ
ら
れ
た
れ
ば
、
國
民
の
反
感
い
や
が
上
に
も
昂
謄
す
る
も
の

あ
り
。
一
八
〇
八
年
、
窗
折
戸
に
て
反
佛
騷
擾
を
起
義
す
と
い
へ
ど
も
忽
ち
に
彈
壓
せ
ら
る
。
然
れ
ど
も
パ

ル
チ
ザ
ン
の
暗
躍
已
ま
ず
し
て
、「
半
島
戰
爭
」
と
稱
せ
ら
る
る
に
到
る
。 

(
令
和
七
年
五
月
十
五
日
受
附
) 


